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新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 24 年３月 15 日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出し並びに自

己株式の処分に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

【本資金調達の目的】 

当社グループは 1980 年創業以来、ガーデニング＆エクステリアを心豊かな生活文化と捉え、“ハー

ト＆アート（やすらぎのある空間づくり）”を基本テーマに様々な庭空間を皆様にお届けしてまいり

ました。当社グループは、上記基本テーマに基づき、住まいの庭空間を構成する各種庭園資材につい

て、設計施工を必要とするプロユースから個人でガーデニングを楽しむホームユースに至るまでの総

合的な商品に関して、生産から販売までを一貫して行っております。 

わが国経済は、新興国を中心とした経済成長や政府による景気対策の効果により一部持ち直しの動

きが見られたものの、東日本大震災の発生により、物流網やインフラへの甚大な被害を受けましたが、

サプライチェーンの復旧に伴い急速な回復を見せました。しかしながら、欧州の債務問題や円高の進

展により回復基調は鈍化し、先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループを取り巻くガーデニング業界におきましても、建築資材の供給不足や着工の鈍化など

東日本大震災の影響を受けましたが、サプライチェーンの復旧に伴う供給回復などを背景に持ち直し

の動きが続きました。 

このような状況のもと当社グループは、「安心・安全・健康・省エネ・快適な暮らし」をテーマと

した「スマートリビングガーデン」を提唱し、「エネルギーをできるだけ使わない暮らし」を実現す

るための取り組みを強化してまいります。 

この度の新株式発行及び自己株式の処分による調達資金は、カルチャー型のモデル店として新設す

る当社ガーデンセンターの開設資金、東日本大震災の復興支援を兼ねた当社仙台営業所の建屋建設資

金、業務効率の向上を目的とする当社基幹システムに対する設備投資資金及び当社連結子会社である

ガーデンクリエイト株式会社に対する融資資金に充当いたします。なお、ガーデンクリエイト株式会

社に対する融資資金は、当社グループにおける主要商品であり、上記の「エネルギーをできるだけ使

わない暮らし」を実現するための取り組みを推し進める商品でもある、アルミ製人工木及び住宅用建

材の生産工場等を増築するための投資資金に充当いたします。 

上記の通り、調達資金を事業成長のための投資に充当することで、中長期にわたる業績の更なる向

上を図ってまいります。 
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記 

    

１１１１....    公募公募公募公募によるによるによるによる新株式発行新株式発行新株式発行新株式発行（（（（一般募集一般募集一般募集一般募集））））    

（１） 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 1,400,000 株 

（２） 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条

に規定される方式により、平成 24 年３月 26 日（月）から平成 24 年

３月 29 日（木）までのいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」

という。）に決定する。 

（３） 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出され

る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、増加する資

本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額とする。 

（４） 募 集 方 法  一般募集とし、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（以下、

「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。 

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会

の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方

式により、発行価格等決定日の株式会社大阪証券取引所における当

社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近

日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮

条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する。 

（５） 引 受 人 の 対 価  引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における

発行価格（募集価格）と引受人により当社に払込まれる金額である

払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。 

（６） 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の

日まで。 

（７） 払 込 期 日  平成 24 年４月２日（月）から平成 24 年４月５日（木）までのいず

れかの日。ただし、発行価格等決定日の５営業日後の日とする。 

（８） 申 込 株 数 単 位  100 株 

（９） 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本新株式発行に必要な一切の事項の決

定については、当社代表取締役社長 高岡 伸夫に一任する。 

（10） 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

    

    

    

２２２２．．．．当社当社当社当社株式株式株式株式のののの売出売出売出売出しししし（（（（オーバーアロットメントオーバーアロットメントオーバーアロットメントオーバーアロットメントによるによるによるによる売出売出売出売出しししし））））（（（（後記後記後記後記＜＜＜＜ごごごご参考参考参考参考＞＞＞＞１１１１．．．．をををを参照参照参照参照のことのことのことのこと。。。。））））    

当社普通株式 210,000 株 （１） 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 

なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等によ

り減少し、又は本株式の売出しそのものが全く行われない場合があ

る。最終の売出株式数は、一般募集の需要状況等を勘案した上で発

行価格等決定日に決定する。 

（２） 売 出 人  大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 

（３） 売 出 価 格  未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集に

おける発行価格（募集価格）と同一の金額とする。） 

（４） 売 出 方 法  大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が、一般募集の需要状況

等を勘案し、210,000 株を上限として当社株主より借受ける当社普

通株式について売出しを行う。 

（５） 申 込 期 間  一般募集における申込期間と同一とする。 

（６） 受 渡 期 日  一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

（７） 申 込 株 数 単 位  100 株 
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（８） 売出価格、その他本株式の売出しに必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役社

長 高岡 伸夫に一任する。 

（９） 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

    

    

３３３３．．．．第三者割当第三者割当第三者割当第三者割当によるによるによるによる自己株式自己株式自己株式自己株式のののの処分処分処分処分（（（（後記後記後記後記＜＜＜＜ごごごご参考参考参考参考＞＞＞＞１１１１．．．．をををを参照参照参照参照のことのことのことのこと。）。）。）。）    

（１） 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 210,000 株 

（２） 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における

払込金額と同一の金額とする。 

（３） 割 当 先  大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 

（４） 申 込 期 日  平成 24 年４月 25 日（水） 

（５） 払 込 期 日  平成 24 年４月 26 日（木） 

（６） 申 込 株 数 単 位  100 株 

（７） 上記（４）記載の申込期日までに申込みのない株式については、処分を取り止める。 

（８） 払込金額、その他本自己株式の処分に必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役社

長 高岡 伸夫に一任する。 

（９） 前記各号については、本自己株式の処分の払込金額の総額が１億円以上となる場合、金融商品

取引法による届出の効力発生を条件とする。 

    

（注） 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、平成24年４月１日（日）をもって大和証券株式会社と、

大和証券株式会社を存続会社として合併する予定であります。 

    

以 上 
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＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

前記「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーア

ロットメントによる売出しは、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募

集に伴い、その需要状況等を勘案し、210,000 株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ株

式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出しでありま

す。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等

により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があり

ます。 

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成 24 年３月 15 日（木）開催の取

締役会において、一般募集とは別に、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先とする

当社普通株式 210,000 株の第三者割当による自己株式の処分（以下、「本件第三者割当による自

己株式の処分」という。）を平成 24 年４月 26 日（木）を払込期日として行うことを決議してお

ります。 

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売

出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う

場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合

があります。 

また、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成 24 年４月

23 日（月）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメ

ントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社大阪証券取引所において当社普通株式

の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケート

カバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバ

ー取引期間内においても、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の判断で、シンジケートカ

バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株

式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った

株式数から上記の安定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株

式数を減じた株式数について、本件第三者割当による自己株式の処分に係る割当てに応じる予定

であります。 

したがって、本件第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の全部又は一部につき

申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当による自己株式の処分における最終的

な処分株式数がその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントに

よる売出しが行われる場合の売出株式数については発行価格等決定日に決定されます。オーバー

アロットメントによる売出しが行われない場合は、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社に

よる上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合には、大和

証券キャピタル・マーケッツ株式会社は本件第三者割当による自己株式の処分に係る割当てに応

じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当による自己株式の処分は全く行われま

せん。また、株式会社大阪証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。 

 

２．今回の公募増資による発行済株式総数の推移 

（１） 現在の発行済株式総数 8,679,814 株 （平成 24 年１月 20 日現在） 

（２） 公募増資による増加株式数 1,400,000 株  

（３） 公募増資後の発行済株式総数 10,079,814 株  

 

３．今回の自己株式の処分による自己株式数の推移 

（１） 現在の自己株式数 311,304 株 （平成 24 年１月 20 日現在） 

（２） 処分株式数 210,000 株  

（３） 処分後の自己株式数 101,304 株  

（注）上記（２）及び（３）は前記＜ご参考＞１．に記載のとおり変更する可能性があります。 
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４．調達資金の使途 

（１） 今回調達資金の使途 

今回の一般募集及び本件第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限571,694,800

円について、平成25年１月期及び平成26年１月期中に313,650,000円を当社販売関連設備に対す

る設備投資資金に、平成25年１月期中に176,876,000円を当社基幹システムに対する設備投資資

金に、また、平成24年７月に70,000,000円を当社連結子会社に対する融資資金に充当し、残額が

生じた場合は平成24年７月末までに短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。 

具体的には、当社販売関連設備に対する設備投資資金については、当社仙台営業所の建屋建設

資金に80,000,000円（着手年月は平成24年３月、完了年月は平成24年６月をそれぞれ予定）、ま

た、本社近くに新設するガーデンセンターに対する設備投資資金として、土地の取得資金

61,650,000円及び建屋建設資金172,000,000円の計233,650,000円（着手年月は平成24年１月、完

了年月は平成26年１月を予定）を充当する予定であります。これらの当社販売関連設備に対する

設備投資は、当社営業能力の強化を目的とするものであります。 

また、当社基幹システムに対する設備投資資金については、仕入・販売・在庫等の総合管理シ

ステムを刷新するための資金に176,876,000円（着手年月は平成22年９月、完了年月は平成24年

７月を予定）を充当する予定であります。この当社基幹システムに対する設備投資は、当社営業

能力の強化及び業務の効率化を目的とするものであります。 

当社連結子会社に対する融資資金については、当社連結子会社であるガーデンクリエイト株式

会社の工場兼倉庫の増築に対する設備投資資金に70,000,000円（着手年月は平成24年８月、完了

年月は平成24年10月をそれぞれ予定）を充当する予定であります。この連結子会社による設備投

資は、当社グループにおける主要商品であるアルミ製人工木及び住宅用建材の生産能力の増加を

目的とするものであります。 

 

（２） 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

 

（３） 業績に与える影響 

今回の資金調達は、当社グループの中長期的な成長に資するものと考えております。 

 

５．株主への利益配分等 

（１） 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識し、今後とも安定的な経営基盤の

確保と配当性向の維持向上に努めるとともに、業績に連動した配当を積極的に実施することを基

本方針としております。 

 

（２） 配当決定にあたっての考え方 

当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

なお、当社は、「取締役会の決議により毎年７月20日の最終の株主名簿に記録された株主または

登録株式質権者に対し、中間配当をおこなうことができる。」旨を定款に定めております。 

 

（３） 内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、事業の安定成長のため、設備投資や新商品開発のための投資と

して事業展開に活用してまいります。これは、将来的には収益向上に貢献し、安定的な利益還元

に寄与するものと考えております。 



 

ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、

投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売

出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いい

たします。 
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（４） 過去３決算期間の配当状況等 

 平成 22 年１月期 平成 23 年１月期 平成 24 年１月期 

１株当たり連結当期純利益 35.00円 40.34 円 37.86 円 

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

（うち１株当たり中間配当金） 

14.00 円 

（－円） 

14.00 円 

（－円） 

14.00 円 

（－円） 

実 績 連 結 配 当 性 向 40.0％ 34.7％ 37.0％ 

自己資本連結当期純利益率 7.3％ 8.0％ 7.1％ 

連 結 純 資 産 配 当 率 2.9％ 2.7％ 2.6％ 

（注）１. １株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しています。 

２. 実績連結配当性向は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結当期純利益で除した

数値です。 

３. 自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本（少数株主持分控除後の

連結純資産合計で期首と期末の平均）で除した数値です。 

４. 連結純資産配当率は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結純資産（期首と期末

の平均）で除した数値です。 

５. 平成 24 年１月期の数字は未監査の財務諸表に基づいております。 

 

６．その他 

（１） 配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

（２） 潜在株式による希薄化情報 

該当事項はありません。 

 

（３） 過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

①エクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当による自己株式の処分 

（１） 払 込 期 日 平成23年８月１日 

（２） 処 分 株 式 数 49,600株 

（３） 処 分 価 額 １株につき379円 

（４） 資 金 調 達 の 額 18,798,400円 

（５） 処 分 の 方 法 第三者割当により処分 

（６） 処 分 先 当社の従業員248名に譲渡 

 

②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 22 年１月期 平成 23 年１月期 平成 24 年１月期 平成 25 年１月期 

始  値 300 円 385 円 385 円 397 円 

高  値 439 円 439 円 435 円 426 円 

安  値 261 円 341 円 300 円 380 円 

終  値 390 円 390 円 398 円 418 円 

株価収益率 11.1 倍 9.7 倍 10.5 倍 －倍 

（注）１.平成 25 年１月期の株価については平成 24 年３月 14 日現在で表示しています。 

２.株価は平成 22 年３月 31 日以前は株式会社ジャスダック証券取引所におけるもので

あり、平成 22 年４月１日から平成 22 年 10 月 11 日までは株式会社大阪証券取引所

（JASDAQ 市場）におけるものであり、平成 22 年 10 月 12 日以降は株式会社大阪証券

取引所 JASDAQ（スタンダード）におけるものです。 

３.株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり連結当期純利益

で除した数値です。また、平成 25 年１月期については未確定のため表示していませ

ん。 

 



 

ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分に関して一般に公表するための記者発表文であり、

投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売

出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いい

たします。 
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③過去５年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 

 

（４） ロックアップについて 

 一般募集に関連して、当社は大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社に対し、発行価格等決定日に始ま

り、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）

中、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当

社普通株式に転換もしくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を

表章する証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当による自己株式の処分及び株式分割による新株

式発行等を除く。）を行わない旨合意しております。 

 上記の場合において、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社はロックアップ期間中であってもその裁

量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

（注） 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社は、平成24年４月１日（日）をもって大和証券株式会社と、

大和証券株式会社を存続会社として合併する予定であります。 

 

以 上 


